
 

 

地域密着型通所介護・介護予防・日常生活支援総合事業 

重 要 事 項 説 明 書 

 

 

 

地域密着型通所介護・介護予防・日常生活支援総合事業の提供に当たり、事業所の概要や提

供されるサービスの内容、利用上の留意事項等の重要事項について次のとおり説明します。 

 

 

１．事業者（法人）の概要 

事業者（法人）の名称 株式会社 サン・リンク 

主たる事務所の所在地 
〒690-0024  

 松江市馬潟町１０８番地１ 

代表者（職名・氏名） 代表取締役 高橋 千代久 

電 話 番 号 ０８５２－３７－１５５６ 

 

 

２．事業所の概要 

事 業 所 の 名 称 デイサービス陽恵苑 

事 業 所 の 所 在 地 
〒690-0024  

 松江市馬潟町９２番地１ 

電 話 番 号 ０８５２－３８－８１２７ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０８５２－３３－７２８５ 

事 業 所 番 号  ３２９０１００９２８ 

利 用 者 定 員 １８名 

通常の事業の実施地域 松江市 

第三者評価の実施の有無 無 実施した直近の年月日  

実施した評価機関の名称  評価結果の開示状況  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

３．事業所の目的と運営の方針 

目的 

株式会社 サン・リンク（以下「当該法人」という。）が開設するデイサー

ビス陽恵苑（以下「事業所」という。）が行う、地域密着型通所介護及び介

護予防・日常生活支援総合事業（以下「事業」という。）は高齢者が要介護

状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、

その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日

常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解

消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減

を図ることを目的とする。 

方針 

◎サービスの提供にあたっては、地域密着型通所介護計画に基づき、利用者

の機能訓練及び日常生活を営むのに必要な援助を行う。  
◎サービスの提供にあたっては、利用者又はその家族に対し、サービスの提

供方法等について、理解しやすいように説明を行う。 
◎サービスの提供にあたっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術

を持ってサービスの提供を行う。 
◎サービスの提供にあたっては、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつ

つ、相談、援助及び助言等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを

利用者の希望に沿って適切に提供する。特に、認知症の状態にある場合

は、必要に応じその特性に対応したサービス提供を行う。 

 

 

４．営業日時 

営  業  日 月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 

休  業  日  土曜日、日曜日、１２月３０日から１月３日 

営 業 時 間  午前８時３０分 から 午後１７時３０分 まで 

サービス提供時間 
 午前９時３０分 から 午後１６時３５分 まで 

 但し、延長利用があった場合、午後２０時００分までとする 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

５．提供するサービスの内容 

 

健 康 管 理 
介護職員・看護職員により血圧、検温などの健康チェックを行います。 
※緊急など必要な場合には、利用者または家族の判断のもとで医療機関

に責任を持って引き継ぎます。 

入浴サービス 
在宅での介護の負担軽減のため、自宅での入浴が困難な利用者に対し、

入浴サービスを提供します。体調の変化に留意して、安全に入浴してい

ただけるよう、その介助を行います。 

食事サービス 
食事を栄養補給だけでなく、楽しみの一つとして捉え、交流を深める機

会としての雰囲気づくりに努めます。利用者一人ひとりの状態に合わせ

食事を提供し、必要に応じて介助します。 

排泄の援助 
利用者一人ひとりの生活のサイクルを把握し、よりよく誘導し、不快感

を感じさせないような介助を行います。 

アクティビ

ティ・サービス 

利用者が生きがいのある、快適で豊かな日常生活を送ることができるよ

うな生活援助（支援）や家庭での日常生活に必要な基礎的なサービス

（訓練）及び機能低下を防ぐため必要な訓練を行う。また、身体的、精

神的な疲労回復と気分転換が図れるよう各種サービスを提供します。 
・ レクリエーション 
・ グループワーク 
・ 行事的活動 
・ 体操 
・ 機能訓練 
・ 休養（静養） 

送迎サービス 
利用者に安心して乗車してもらえるよう、安全の確保に努めると共に、

送迎時のコミュニケーションを大切にし、丁寧に対応します。 

相談・助言 
利用者及びその家族の日常生活における身上、介助等に関する相談及び

助言を行う。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

６．事業所の従業者の体制・職務内容                  （令和７年１月１日現在） 

【体 制】 

職 種 常勤 非常勤 

管理者 １ 人  

生活相談員 ３ 人  

  看護職員  １ 人 

  介護職員 ２ 人 ２ 人 

機能訓練指導員  １ 人 

 

 

【職務内容】 

職 種 職務内容 

管理者 
事業所の従業者の管理及び業務の管理を行う。また、当該事業所の

従業者に法令及びこの規程を遵守させるため必要な命令を行う 

生活相談員 

利用者及びご家族の必要な相談に応じると共に、自らも介助を行う

他適切なサービスが提供されるよう事業所内のサービスの調整、居

宅介護支援事業者等他の関係機関との連携で必要な役割を果たす 

 看護職員 
利用者の健康管理及び看護を行うとともに、事業所における衛生管

理等の業務を行う 

 介護職員 
利用者の心身の状況等を的確に把握し、利用者に対して適切な介助

（日常生活上の援助、送迎時の介助、入浴介助、食事介助）を行う 

機能訓練指導員 
日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導、

助言を行う 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

７．利用料等 

 サービスを利用した場合の、お支払いいただく「利用者負担金」は、原則として基本利用

料に利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額です。 

 

（１）【地域密着型通所介護費】 

①利用料金 

（利用１回あたりの負担金）介護保険負担割合証に応じた金額 《１割負担の場合》 

介護度 ３～４時間 ４～５時間 ５～６時間 ６～７時間 ７～８時間 

要介護 １ ４１６円 ４３６円 ６５７円 ６７８円 ７５３円 

要介護 ２ ４７８円 ５０１円 ７７６円 ８０１円 ８９０円 

要介護 ３ ５４０円 ５６６円 ８９６円 ９２５円 １,０３２円 

要介護 ４ ６００円 ６２９円 １,０１３円 １,０４９円 １,１７２円 

要介護 ５ ６６３円 ６９５円 １,１３４円 １,１７２円 １,３１２円 

 

 

②加算・減算 

 要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算又は減算されます。 

加算等の種類 
加算・減算額（１回あたり） 

単位数 

入浴介助加算（Ⅰ） ４０ 

個別機能訓練加算（Ⅰ）イ ５６ 

個別機能訓練加算（Ⅱ） ２０／月 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） １８ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 介護報酬の９．０％ 

科学的介護推進体制加算 ４０／月 

送迎減算(片道につき) ▲４７ 

 

 



 

 

 

（２）【介護予防・日常生活支援総合事業費】 

①利用料金 （月額制） 

介護保険負担割合証に応じた金額 《１割負担の場合》 

 ●通所型サービスＡ（緩和した基準） 

介護度  

事業対象者 １,６９６円 

要支援 １ １,６９６円 

要支援 ２ ３,４１５円 

●通所型サービス（従前の基準相当） 

介護度  

事業対象者 １,７９８円 

要支援 １ １,７９８円 

要支援 ２ ３,６２１円 

 

②加算・減算 

 要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算又は減算されます。 

加算等の種類 
加算・減算額 

単位数 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 
要支援 １   ７２／月 

要支援 ２  １４４／月 

介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 介護報酬の９．０％ 

科学的介護推進体制加算 ４０／月 

送迎減算(片道につき) ▲４７ 

 

（注１）上記の基本利用料及び加算等は、地域密着型通所介護は厚生労働大臣が告示で定め

る金額とし、介護予防・日常生活支援総合事業は松江市が定める金額とし、これが

改定された場合は、これら基本利用料等も自動的に改定されます。なお、その場合

は、事前に新しい基本利用料等を書面でお知らせします。 

（注２）介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた額の全額を

ご負担いただくこととなりますのでご留意ください。 

 

 

 



 

 

 

（３）その他の費用 

食 費 
昼食代    ５４０円／日 

おやつ代 １１０円／日 

その他 

上記以外の日常生活において通常必要となる経費であって、利用者負

担が適当と認められるもの（利用者の希望によって提供する日常生活

上必要な身の回り品など）について、費用の実費をいただきます 

 利用料金・その他費用をサービス提供ごとに計算し合計金額を請求いたします。 

 

（４）キャンセル料 

  利用予定日の前々日営業日までに事業所に申し出てください。 

利用日の前々日営業日までに連絡がなく、サービス提供をキャンセルした場合は、以下

のとおりキャンセル料をいただきます。ただし、利用者の体調や容体の急変など、やむ

を得ない事情がある場合は、キャンセル料はいただきません。 

 

キャンセルの時期 キャンセル料 

利用日の前々日営業日までに 

ご連絡いただいた場合 
無料 

利用日の前々日営業日までに 

ご連絡がなかった場合 
昼食代＋おやつ代 相当額 

 

（５）お支払い方法 

毎月１５日ごろに前月分の利用料の請求をいたしますので、請求書をご査収の上請求月

の２５日（休日の場合は金融機関翌営業日）までにお支払ください。 

お支払方法は、ご希望の金融機関から自動引き落とし、または、現金払いをご契約の際

に選択できます。 

なお、領収書等については、支払いを受けた後次月の請求と共に、現金払いはその都

度発行いたします。  

 

８．デイサービスをお休みのとき 

都合によりデイサービスをお休みになる場合は出来るだけ早くご連絡ください。 

 当日のお休みは、朝８時１０分までにご連絡お願いいたします 

 ※キャンセル料等が発生する場合もございますのでご注意ください。【キャンセル料参照】 

 

９．サービスの利用に当たっての留意事項 

・サービスの利用中に気分が悪くなったときは、すぐにお申し出ください。 

・医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態を職員に連絡し、心身の状

態に応じた利用を心がけること。 

・複数の利用者の方々が同時にサービスを利用するため、周りの方のご迷惑にならない

ようお願いします。 

・利用者の事情で時間に遅れた場合、送迎サービスが受けられない場合があります。 



 

 

 

１０．秘密保持及び個人情報の保護 

・事業者及びその従業者は、業務上知り得た利用者及びその家族等の秘密を正当な理由

なく、在職中及び退職後において、第三者に漏らしません。これは、この契約終了後

も同様とします。 

・事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働

省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイ

ダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 

・利用契約に当たり、必ず個人情報保護規定を説明し、利用者及びその家族等の同意を

得るものとする。 

 

 

１１．緊急時における対応方法 

サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速

やかに主治医及び家族等へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。 

 

 

１２．事故発生時の対応 

  サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族、利用

者に係る居宅介護（介護予防）支援事業者に連絡を行うとともに、必要な措置を講じま

す。 

 また、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害

賠償を速やかに行います。 

 

 

１３．苦情相談窓口 

サービス提供に関する苦情や相談は、下記の窓口でお受けします。 

 

（１）事業所の窓口 

事業所相談窓口 

【 担当者 】  管理者 高橋 優 

【 受付日 】  月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 

【受付時間】  午前８時３０分 から 午後１７時３０分 

 

（２）その他苦情申立の窓口 

苦情受付機関 

松江市介護保険課 電話 0852-55-5689 FAX0852-55-6186 

松江市総合福祉センター 

（社会福祉協議会） 
電話 0852-21-5773 FAX0852-21-5377 

島根県運営適正化委員会 

（島根県社会福祉協議会） 
電話 0852-32-5913 FAX0852-32-5594 

介護サービス苦情相談窓口 

（国民健康保険団体連合会） 
電話 0852-21-2811 FAX0852-61-9051 



 

 

 

 

１４．虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げ

るとおり必要な措置を講じます。 

 

（１） 虐待防止に関する担当者を選定しています。 

虐待防止に関する担当者 管理者 高橋 優 

 

（２） 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業

者に周知徹底を図っています。 

（３） 虐待防止のための指針の整備をしています。 

（４） 従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

（５） サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・

同居人等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、こ

れを市町村に通報します。 

 

 

１５．非常災害対策  

・事業所は、防火管理についての責任者を定め、非常災害に関する具体的な防災計画を

作成します。 

・事業所は、防災計画に基づき、年２回、利用者及び従業者等の避難、救出その他必要

な訓練を行います。 

 

 

１６．地域との連携等について 

・事業所は、利用者、その家族、地域住民の代表者、事業所が所在する区域を管轄する

地域包括支援センターの職員、地域密着型通所介護等について知見を有する者等によ

り構成される協議会（「運営推進会議」という）を設置し、運営を行う。 

・運営推進会議はおおむね６か月に１回以上開催し、活動状況を報告し、評価を受ける

とともに、必要な要望、助言などを聴く機会とする。 

 

 

１７．サービスの終了 

 次の場合にサービスは終了となります。 

 

（１）利用者のご都合でサービスを終了する場合 

サービスの終了を希望する日の１週間前までにお申し出下さい。 

ただし、利用者の病変、急な入院等やむを得ない事情がある場合は、この契約を解約す

ることができます。 

 

 

 



 

 

 

 

（２）自動終了 

次の場合は、双方の通知がなくても、自動的に契約を終了いたします。 

・利用者が介護保険施設へ入院又は入所した場合 

・利用者の要介護認定区分が、非該当（自立）・要支援と認定された場合 

・利用者が死亡した場合 

 

（３）その他 

①次の場合は、利用者は文書で解約を通知することにより、直ちにサービスを終了す

ることができます。 

・事業者が、正当な理由なくサービスを提供しない場合 

・事業者が、守秘義務に反した場合 

・事業者が、利用者やその家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合 

・事業者が、倒産した場合 

 

②その他、利用者は契約更新を希望しない場合、利用料等の変更に対して同意するこ

とができない場合には契約を解約することができます。 

 

③次の場合は、事業者は文書で解約を通知することによって直ちにサービスを終了さ

せていただく場合があります。 

・利用者の利用料等の支払いが３ヵ月遅延し、利用料等を支払うよう催告したにも拘

らず、別途定めた期限内に支払われなかった場合 

・利用者又はその家族が事業者や従業者又は他の利用者に対して、この契約を継続し

難いほどの背信行為を行った場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

令和     年      月      日 

 
 
 
 

事業所は、利用者へのサービス提供開始に当たり、上記のとおり重要事項を説明しました。 

 

 

【 説 明 者 】  所 在 地   松江市馬潟町９２番地１ 

事業所名   デイサービス陽恵苑 

氏  名   高橋 優               ㊞ 

 

 

 

契約書及び本書面により、事業者から重要な事項の説明を受けるとともに、サービスの開始

について同意しました。 

 
 

【 利 用 者 】 

住  所 

氏  名                   ㊞  

 

【 家 族 代 表 】 

住  所 

氏  名                   ㊞  

 

【 代 理 人 】 

 

住  所 

氏  名                   ㊞  

 

 

 

 

 


